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山本事務局長 

                        （ ９:３０） 

 それでは、定刻となりましたので始めさせていただきたいと思いま

す。 

 なお、事前に案内もさせていただいておりましたけれども、本日の

定例会が終わった後、打越台環境センター跡地の譲渡の手続等の方針

等につきまして、事務局のほうから説明をさせていただきたいと思っ

ておりますので、議会後よろしくお願いしたいと思っております。 

 そうしましたら、議長、すみませんけれどもよろしくお願いしま

す。 

森田議長  皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員数は全員でござ

います。 

 定足数に達していますので、これより令和２年第１回木津川市精華

町環境施設組合議会定例会を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 令和２年第１回木津川市精華町環境施設組合議会定例会の開会に当

たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 議員の皆様を初め管理者、副管理者及び関係職員におかれまして

は、木津川市、精華町の定例会をそれぞれ控え、何かとご多忙の中ご

出席を賜りまして、大変ご苦労さまです。平素は本組合運営に何かと

ご理解とご協力を賜りまして、厚くお礼申し上げます。 

 環境の森センター・きづがわの運転につきましては、1 月の休炉期

間を利用して、ごみクレーンなどの定期点検が行われたと聞いており

ます。今後も計画的に定期点検を行いまして、適切な運転管理に努め

ていただくようお願いを申し上げます。 

 また、打越台環境センターの解体・撤去工事に関しまして、昨年１

２月２５日の臨時会で本工事の請負契約の締結に関する議案を可決し

た後、工事に向けての準備が進み、近く仮囲いなどの仮設工事に取り

かかると聞いており、いよいよ打越台環境センターの解体・撤去が始

まります。この解体・撤去に当たりまして、設備内に付着しているダ

イオキシン類の除去などの特殊な解体作業を伴いますことから、周辺

環境にも十分に配慮していただくようお願い申し上げます。 

 私たち組合議会といたしましても、引き続き、行政と連携を図りま

して、その責任と役割を果たしてまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願いを申し上げます。 

 さて、本日提案されている議案は、令和２年度の一般会計予算のほ

か、条例の一部改正などの４件でございます。慎重なるご審議を賜

り、適切な結論が得られますようお願い申し上げまして、開会に当た

りましての挨拶に代えさせていただきます。 

 続きまして、管理者から挨拶をお願いいたします。 

 管理者。 
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河井管理者  皆さん、おはようございます。 

 令和２年第１回木津川市精華町環境施設組合議会定例会の開会に当

たりまして、一言ご挨拶申し上げます。 

 議員の皆様におかれましては、令和２年第１回木津川市精華町環境

施設組合議会定例会を招集させていただきましたところ、それぞれの

定例会を控えまして、公私ともにご多用の中にもかかわりませずご出

席を賜りまして、誠にありがとうございます。また、平素は本組合の

運営に何かとお力添えを頂いておりますことに、この場をお借りいた

しまして厚く御礼を申し上げます。 

 環境の森センター・きづがわにつきまして、平成３０年９月に供用

を開始して以来、１年半が経過をいたしました。施設の保全を図るた

め、年次計画に基づきまして、今年度は焼却炉、ボイラ、ごみクレー

ンなどに関して定期点検と整備を行いましたが、特段初期不良なども

なく、木津川市と精華町から発生する可燃ごみの焼却処理を安定して

行っております。 

 施設見学者数につきましては、今年度は小学生の社会見学などもあ

り、昨年度の８４３名を超える約２，５００名の方々に来ていただい

ておりまして、住民の皆様の環境意識の高さを実感しているところで

ございます。 

 また、来る３月１５日の日曜日には、木津川市、精華町の住民の皆

様を対象に、木津川市及び精華町のごみの担当課にも協力を頂きまし

て、施設の見学会を予定いたしております。この見学の機会を生かし

まして、多くの方に環境の森センター・きづがわでのごみの焼却処理

の様子を見ていただくことで、ごみの分別や減量に対する意識を深め

ていただきたいと考えております。 

 次に、打越台環境センターの解体・撤去工事の取組状況でございま

すが、昨年１２月の臨時会でこの工事請負契約の締結に関する議案を

ご可決頂き、その後、速やかに準備を進めた結果、近く仮囲いなどの

仮設工事を予定しておりまして、長年にわたりお世話になりました打

越台環境センターの解体・撤去工事にいよいよ取りかかることとなり

ます。 

 このように令和２年度は、本組合にとりまして今年度に引き続き重

要な時期であると認識をしております。つきましては、議員の皆様の

一層のご指導、ご協力並びにご支援を引き続き賜りますようお願いを

申し上げます。 

 さて、本日は、これらの重要な取組を進めるために、令和２年度の

当初予算のほか、会計年度任用職員の給与等に関する条例の制定など

４件の議案につきましてご提案をさせていただきますので、よろしく

ご審議を賜りますようお願いを申し上げます。 

 以上、現状のご報告などを申し上げまして、開会に当たりましての

ご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

森田議長  ありがとうございました。 
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森田議長 

つづき 

 本日の日程につきましては、お手元に配付いたしました議事日程の

とおり進めてまいります。 

 

 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、８番、

佐々木雅彦議員と１番、山本しのぶ議員を指名いたします。 

 なお、両君の不測の場合には、次の議席の議員を署名議員といたし

ます。 

 

 日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日２月１９日の１日間としたいと思います。

これに異議ございませんか。 

 

  （異議なしの声） 

 

 ありがとうございます。 

 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日の１日間に決定いたしました。 

 

 日程第３、議案第１号「令和２年度木津川市精華町環境施設組合一

般会計予算について」と、日程第４、議案第２号「環境の森センタ

ー・きづがわ維持管理基金条例の一部改正について」は、関連をいた

しますので一括議題といたします。 

 なお、採決はそれぞれ議案ごとに行うといたします。これに異議ご

ざいませんか。 

 

  （異議なしの声） 

 

 ありがとうございます。 

 異議なしと認めます。 

 したがって、日程第３、議案第１号「令和２年度木津川市精華町環

境施設組合一般会計予算について」と、日程第４、議案第２号「環境

の森センター・きづがわ維持管理基金条例の一部改正について」は、

一括議題といたします。 

 管理者から議案第１号及び議案第２号の提案理由の説明を求めま

す。 

 管理者。 

河井管理者 

 

 

 

 議案第１号、令和２年度木津川市精華町環境施設組合一般会計予算

につきましてご説明をさせていただきます。 

 予算編成に当たりましては、環境の森センター・きづがわの適切な

運営を行うとともに、打越台環境センターの解体・撤去工事を進める
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河井管理者 

つづき 

ための予算案といたしました。 

 令和２年度の予算の総額は、歳入歳出それぞれ８億６，３０１万

５，０００円で、令和元年度と比較いたしますと８３０万７，０００

円の増額となりました。 

 次に、歳入でございますが、主なものとしまして、構成市町からの

分担金と負担金につきまして３億３，１３２万円、事業系一般廃棄物

などの処理手数料として１億７，１６０万円、雑入のうち余剰電力売

電料として２，６００万円、施設撤去工事の財源に充当するため、撤

去整備基金から３，５０６万円を繰り入れるとともに、地方債につき

まして２億７,７８０万円を計上しております。 

 続きまして、歳出でございますが、主なものといたしまして、環境

の森センター・きづがわの運転に係るごみ焼却処理事業費といたしま

して３億１,７１５万円、打越台環境センター解体・撤去事業費に３

億３，３２０万円、環境の森センター・きづがわ維持管理基金積立事

業費に４，１００万円、また、フェニックス事業や廃乾電池処理など

に要するごみ焼却外処理負担事業費といたしまして１，７２５万円を

計上いたしております。 

 なお、補足説明につきましては事務局長から説明をいたさせます。 

 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 すみません、続きまして、議案第２号、環境の森センター・きづが

わ維持管理基金条例の一部改正につきましてご説明をさせていただき

ます。 

 環境の森センター・きづがわ維持管理基金の現状の積立財源につき

ましては、余剰電力の売却収入としているところでありますが、今

後、予期せぬ修繕や将来の大規模改修などに備えるために、令和２年

度から予算の範囲内において一般廃棄物処理手数料の収入などを積立

財源に充当することができるよう、本条例の一部を改正するものでご

ざいます。 

 なお、補足説明につきましては事務局長から説明をいたさせます。 

 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

森田議長  ありがとうございました。 

 事務局長。 

山本事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 事務局長でございます。 

 議案第１号と議案第２号の補足説明をさせていただきます。 

 まず最初に、議案第１号、令和２年度木津川市精華町環境施設組合

議会一般会計の予算の補足説明をさせていただきますので、よろしく

お願いいたします。 

 令和２年度の本組合一般会計予算の総額につきましては、ただいま

管理者のほうから提案趣旨の説明のありましたとおり８億６，３０１

万５，０００円でございます。 
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山本事務局長 

つづき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 まず、予算書附属資料に基づきまして、歳入歳出予算の概要と事業

ごとに歳出の予算につきましてご説明をさせていただきます。 

 附属資料をご覧頂きたいと思います。 

 なお、附属資料でございますが、記載内容また様式につきまして、

昨年までの予算書附属資料から変更しております。 

 １ページに歳入の概要といたしまして、款の区分ごとの昨年度との

比較表を追加いたしました。歳入予算に関し、昨年度と比較し増減し

た主な項目といたしましては、分担金、負担金に関しまして２４．

９％、１億９８７万３，０００円の減、使用料及び手数料に関しまし

て、事業系一般廃棄物の処理量の増などによりまして、昨年度と比べ

ますと１６％、２，３６１万４，０００円の増、また組合債に関し

て、打越台環境センター解体・撤去の財源措置のため、５４．３％、

９，７８０万円の増でございます。 

 ２ページから４ページにおきましては、歳出について、昨年度の当

初予算との比較をするため、目的別、性質別、節別で比較することが

できるよう表の追加をいたしました。 

 また、５ページにつきましては、分担金の算出表、６ページにつき

ましては負担金の算出表を、昨年度と比較をすることができるように

様式を変更し、記載をしております。 

 ３ページの性質別予算の比較表の令和２年度と令和元年度の比較の

欄を見ていただきまして、令和元年度との予算と比較をしてみます

と、時間外手当の経常見直しなどによりまして、人件費につきまして

２６３万４，０００円の減、環境の森センター・きづがわの維持管理

経費の減などによりまして、物件費が４，８２７万５，０００円の

減、打越台環境センターの解体・撤去に係る予算として、普通建設事

業費につきまして６，６２９万９，０００円の減となっております。 

 次に、事業ごとの歳出につきましてご説明をさせていただきます

が、事業ごとの予算であることを明確にするために、今回、事業名を

変更いたしました。この変更につきまして、７ページに前年度の事業

名との新旧対照表を記載しておりますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

 それでは、歳出予算につきまして、事業ごとにご説明をさせていた

だきますので、８ページをご覧頂きたいと思います。 

 なお、事業ごとの説明資料につきましても、その様式を変更してお

りますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 ８ページの上段につきましては、議会運営事業費を計上しておりま

す。昨年度の予算額との差３万１，０００円は、消費税の増税などに

伴いまして、議事録の作成に係る委託料の増を見込んだものによるも

のでございます。 

 ８ページの下段につきましては、管理者会議運営事業費でありまし

て、昨年度と同額でございます。 

 ９ページの上段につきましては、事務局運営事務事業費でありまし

て、昨年度と比較をし、２１９万２，０００円の減額となっておりま

す。この主な要因についてでありますが、公用車購入による予算の増
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山本事務局長 

つづき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

があるものの、事務局職員の時間外手当の計上に関しまして、従来１

人１年間でございますが、３００時間相当の時間外手当を計上してお

りましたが、木津川市の例に準じまして、当初予算においては給料の

６％相当に変更したことや、過年度の打越台環境センター撤去経費の

精算に係る構成市町の負担金の減額によるものでございます。 

 ９ページの下段につきましては、環境監視委員会運営事業でありま

して、環境の森センター・きづがわの環境監視委員会を開催するため

の報償費、また知識経験者の交通費を計上するものでございます。 

 １０ページの上段につきましては、打越台環境センター解体・撤去

事業費でありまして、昨年度と比較をし、６，０１５万３，０００円

増の３億３，３２０万９，０００円を計上しております。令和２年度

に打越台環境センター解体・撤去工事を完了することができるよう

に、その工事費、施工監理委託料のほか、周辺環境測定委託費を計上

しております。周辺環境委託につきましては、打越台環境センターの

稼働中に北稲八間区内で行っておりましたため池のダイオキシン類の

水質調査、また周辺の山におきます土壌調査について、解体・撤去工

事の完了後に行うための経費を計上したものでございます。 

 なお、打越台環境センター解体・撤去工事に携わる職員の時間外手

当の計上方法につきましても、先ほどの事務局運営事務事業費と同様

の考え方に基づき計上しております。 

 また、本事業の財源措置といたしましては、人件費につきましては

構成市町からの分担金を充当することとし、それ以外の経費は特定財

源として組合債及び撤去整備基金からの繰入金を予定しております。 

 １０ページ下段は、基金利子積立事業費でありまして、財政調整基

金のほか、３種類の基金利子の積立金を計上しております。 

 １１ページは、環境の森センター・きづがわ維持管理基金積立事業

費でありまして、昨年度と比較をし、２，１００万円増の４，１００

万円を計上しております。この積立財源の内訳に関しましては、議案

第２号とも関連をいたしますが、余剰電力の売却益として見込んだ

２，６００万円に加えまして、令和２年４月１日から一般廃棄物処理

手数料を改正いたしますが、その算定におきまして減価償却相当分と

して計上しております１０キログラム当たり２５円分について、新た

な積立財源として計上をしたいということでございます。 

 また、令和２年度におきまして、処理手数料に伴う一般廃棄物の処

理量、いわゆる直接搬入のごみの重量といたしましては年間６，００

０トンを見込んでおりますので、これに係る積立金として１，５００

万円、先ほどの２，６００万円と合わせて４，１００万円というとこ

ろでございます。 

 １１ページ下段は公平委員会運営事業費で、１２ページ上段は監査

委員運営事業費でありまして、昨年度の予算額と同額でございます。 

 １２ページ下段は、清掃総務事務事業費でありまして、昨年度と比

較いたしますと１２９万５，０００円の減、９，５４１万円を計上し

ております。本事業費は、施設課職員に係る人件費、健康診断に係る

委託料、また打越台環境センターの稼働していたことに伴いましての
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山本事務局長 

つづき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汚染負荷量賦課金でございます。減額の主な理由は、職員の時間外手

当の減でございます。 

 １３ページ上段は、ごみ焼却処理事業費でございますが、環境の森

センター・きづがわの運転管理に係る経費でございまして、昨年度と

比較をし、４，６９８万２，０００円減の３億１，７１５万８，００

０円を計上しております。今年度の運転状況と次年度の運転計画を踏

まえまして、灯油などの運転経費を減額したことによるものでござい

ます。財源といたしましては、一般財源として木津川市、精華町から

の普通分担金による１億６，０５５万８，０００円と、特定財源とい

たしまして、一般廃棄物処理手数料の１億５，６６０万円を充当する

こととしております。 

 なお、令和２年度の普通分担金の負担割合につきましては、組合規

約に基づきまして令和元年１０月１日を基準日とし、その前の１年間

において構成市町が行政回収いたしました家庭系可燃ごみの重量の割

合となっておりまして、具体の令和２年度の普通分担金の割合につき

ましては、附属資料の５ページの分担金算出表の負担金及び分担金の

欄に記載しておりますとおり、家庭系可燃ごみの重量につきまして、

木津川市が１万８１３トン、精華町が５，６１２トンでありましたの

で、木津川市の割合につきましては６５．８３％、精華町の割合につ

きましては３４．１７％となっております。 

 また、ごみ焼却処理事業費に関しまして、令和３年８月末をもちま

して環境の森センター・きづがわの瑕疵担保期間が終了となりますの

で、令和３年度以降につきましては、定期点検、整備費用につきまし

て組合予算により負担することが必要となりますので、今年度は昨年

度と比較をし減額となりましたが、令和３年度には増額となりまし

て、それに伴い普通分担金につきましても増加することになる見込み

でございます。 

 続きまして、１３ページのごみ焼却灰処理負担事業費でございま

す。 

 この事業費につきましては、大阪湾フェニックスに係ります委託料

や、廃乾電池の処理などに要する経費でございます。昨年度と比較い

たしまして１９７万７，０００円増の１，７２５万７，０００円を計

上しております。この増額の主な理由といたしましては、大阪湾フェ

ニックス埋立処分整備事業費に関しまして１５１万５，０００円が増

額となったことによるものでございます。 

 １４ページの上段は組合債利子償還事業費でございまして、今年

度、打越台環境センター解体・撤去工事の前払金の財源に充当するた

め借り入れました起債に係る利子の償還でございます。 

 続きまして、これらの事業を行うための歳入につきましてご説明を

させていだきます。 

 予算書により説明をさせていただきますので、予算書の７ページを

ご覧頂きたいと思います。 

 まず分担金でございますが、３億１，００４万８，０００円を計上

しております。分担金につきましては、普通分担金、打越台環境セン
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ター撤去分担金でございまして、その内訳につきましては、先ほどの

附属資料５ページのとおりでありまして、昨年度と比較をしたそれぞ

れの分担金につきましても、附属資料に記載をしているとおりでござ

います。 

 予算書７ページの負担金でございますが、先ほどご説明をさせてい

ただきました打越台環境センターの撤去に係る過年度の分担金の精算

金、また大阪湾フェニックス事業や小動物の死体処理などに要する費

用につきまして、それぞれの実績に基づきまして構成市町のほうに負

担を求めるものでございまして、令和２年度の見込みに基づきまし

て、予算額といたしまして２，１２７万７，０００円を計上しており

ます。手数料につきましては、直接搬入に係るごみの処理手数料、ま

た事業系一般廃棄物の収集運搬業許可の更新に伴う手数料でございま

す。 

 ８ページをご覧頂きたいと思います。 

 利子及び配当金につきましては、各基金に係る利子でございます。

繰入金につきましては、財政調整基金から１，０００万円、撤去整備

基金から３，５０６万２，０００円を計上しております。 

 ９ページの雑入のうち、余剰電力の売電料といたしましては、今年

度より６００万円増の２，６００万円を計上しております。また、打

越台環境センターの解体・撤去の財源として、組合債２億７，７８０

万円を計上しております。 

 以上で、令和２年度の一般会計予算の補足説明とさせていただきま

す。 

 続きまして、第２号の補足説明をさせていただきます。 

 議案第２号は、管理者からの趣旨説明のとおり、環境の森センタ

ー・きづがわ維持管理基金の積立財源につきまして改正するものでご

ざいます。 

 議案書の最終ページの参考資料の欄を見ていただきたいと思いま

す。現行の本基金の積立財源につきましては、ごみの発電によります

余剰電力の売却収入としておりますが、これに加えまして一般廃棄物

処理手数料の収入のうち、歳入歳出予算の範囲内と定めるものなど、

将来の維持管理費や大規模改修授業において、その財源の一部を確保

するため積立財源を追加するものでございます。 

 なお、一般廃棄物の処理手数料のうちの歳入歳出予算の範囲内で定

める積立金を計上する際の考え方につきましては、先ほどの議案第１

号におきましてご説明をさせていただきましたとおり、昨年度の定例

会におきましてご可決頂きました一般廃棄物処理手数料につきまし

て、令和２年４月１日より１０キログラム当たり２８６円に改正いた

しますが、この手数料の算定内訳として、施設の減価償却分１０キロ

グラム当たり２５円を含んでおりますことから、処理手数料が伴う事

業系一般廃棄物などの直接搬入ごみ量に、この１０キログラム当たり

２５円を乗じた金額をこの基金に積み立てることを想定しているもの

でございます。 

 また、改正後の第４号のその他、必要の都度、歳入歳出予算の範囲
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山本事務局長 

つづき 

内で定める積立金につきましては、将来、定期補修や大規模改修の経

費につきまして、余剰電力の売却益や、今回ご提案させていただいて

おります処理手数料の一部に加えまして、計画的に基金を更に積み立

てることが必要となった場合を想定したものでございます。 

 以上で、議案第１号、第２号の補足説明とさせていただきます。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。 

 以上でございます。 

森田議長  ありがとうございました。 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。 

 それでは、これより質疑を行います。 

 質疑に関しましては、歳入予算、歳出予算ごとに行います。 

 また、議案第２号、環境の森センター・きづがわ維持管理基金条例

の一部改正につきましては、歳出予算と併せて質疑を受けることとい

たします。 

 まず、歳出予算及び環境の森センター・きづがわ維持管理基金条例

の一部改正から行いますが、どの議案、または資料の何ページを示し

た上でお願いをいたします。 

 佐々木議員。 

佐々木議員  前回同様、一括でよろしいですね、確認しときますが。一括でよろ

しいですね。 

 今の話だと歳入全般、歳出全般ですから、一括でいきますよ。よろ

しいですか。物すごい増えますよ。そのことを。前回の教訓に従え

ば、できれば目ごととかにしたほうがいいと思うんですけれども。ま

ず前半に言わせてもらいます。 

森田議長  言っていますけれども、１号議案と２号議案、議案が別ですので。 

佐々木議員  いや、だから予算は全体でいいんですね。歳出１本ですね。歳出の

１本ですね。別にいいんならいいですよ。 

森田議長 

 

 

 ちょっと暫時休憩。 

 

  《暫時休憩》 

 

 再開します。 

 それでは、今、佐々木議員の質問ありましたけれども、先ほど言い

ましたように、予算の歳出と一部行政について３回、ほんで歳出に３

回。 
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高岡議員  歳入。 

森田議長  ごめんなさい、歳入について。で行いたいと思います。 

 また、質問のほうは簡潔によろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 佐々木議員。 

佐々木議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １点目は、議会費、歳出全般にわたりますけれども、各種報酬につ

いて、本組合では年額規程と、それから１回ごとの規程があるんです

けれども、特に年額規定をしているほうの報酬についての、それぞれ

の根拠についてお教え願いたいということです。回数なのか、時給な

のか、何なのかというところですね。これ、要するに何が言いたいか

というと、かなり回数にばらつきがあるんではないかと。しかもそれ

に相当する報酬になっているかどうか、ふさわしい、なっているかど

うかと。非常に細かい計算はしていませんけれども、見た範囲では疑

問に思いますので、その点、年額報酬についてのその根拠についてが

１点目です。 

 ２点目は、総務関係なんですが、ちょっとこれも、ちらっと見ただ

けなんでよく分かりませんけれども、当組合議会のホームページを見

ていただくと、２９年度の財務書類が出ていますが、３０年度が出て

ないわけですよね。既にもうこれ終わっていると思うんですけれど

も、それからアップされてない理由がどこにあるのかが２点目であり

ます。 

 ３点目は、同じように先月２４日付ぐらいで、令和１年度のいわゆ

る維持管理状況、いわゆる検査状況も含めてがアップされています。

この資料って恐らく１年ぐらい前、去年の段階で、その前の年のも

の、要するに３０年度のものについては議会議員に配られたというよ

うな記憶があるんですが、今回は配られていませんですよね。先ほど

管理者がおっしゃったように、議会とのいろんな関係をうまくやって

いきたいと、どこかで言われましたよね。この趣旨から言って、いわ

ゆる、要するに議員の皆様の一層のご指導、ご協力並びにご支援をと

言っていますけれども、どこまで議会に情報提供するのかという話で

すよ。年２回の定例会では、やはり出てくるのは予算と決算、それか

ら関連する条例とか会計とかいうのが出てくるわけですけれども、当

然これは議決事項ですから審議はしますが、その審議をするための前

提条件として、それぞれの行政とか組合がどういう動きをしているの

か、どういう状況にあるのかというのが示されなければ、適切妥当な

結論は出ないわけです。要するに、ないとは思うけれども、どの状況

からしても悪くなっているにもかかわらず修繕費が計上されてないと

いうような予算が、普通は通さないわけですよ。通常はね。例えばで

すよ。そういう意味からいったら、いわゆるどの状況というのは、別

に議決案件でも何でもないわけで、そう言ってしまったら情報提供は
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されないということになってしまうわけですよね。ですから、そうい

った意味で、いわゆる去年配られたと思われる運転状況、維持管理状

況かな、多分Ａ３だと思うんだけれども、いわゆる炉の温度とかを、

恐らく検査項目の基準が書かれたものだと思うんだけれども、それに

ついて、これはどういうルールで議会との対話をしようとされている

のか、こういった点についてが３点目の質問であります。 

 ４点目に関しては、これまでの議論の中では、木津川市内の方につ

いては交通費は支給しないという方針があるらしいですよね。そうし

た場合に、１３ページにある、いわゆる環境監視委員会の運営事業費

の中で、これは３回で８人だから、三、八、延べ２４人の方が参加さ

れるわけですね。これまでの話として、木津川主催のときに交通費を

支給しなかったら、２万５，０００円の費用減少は一体何なのかとい

う話になりますよ、そこは。かなり高額になりますよね、残りの分に

関しては。これは何なのかという、この費用減少の中身について確認

をしたいと思います。 

 ５つ目は、これちょっと精華の多分会計補助がされてないのでお聞

きしますけれども、今回、打越台の環境センターの解体工事が、いわ

ゆる附属資料の１０ページにあるように２つの款にまたがって計上さ

れていますよね。これ何でこうなるのかということなんですよね。通

常、款ごとの事業単位で構成されているわけですから、款は幾つかの

事業で構成されているわけだから、事業というのは一体的なものです

よね。人件費も含めて、事業費も含めて一体的なものであると。それ

を２つのところに分けたこの理由についてお伺いをしたいと思いま

す。それが５点目ですね。 

 ６点目については、基金の利子運用の関係ですが、これも附属資料

の１０ページの下の段によると、京都銀行さんとＪＡさんの利子があ

まりにも格差がありますね。基金条例には、要するにかなり有利な条

件で運用しろと書いているわけです。そこから見ると、これは普通に

考えたら、京都銀行さんからＪＡに、全部とは言いませんがシフトさ

せるほうが有利になるわけですよね。基金利子を得るという観点で言

えば。なりますよね。なぜそういうことにならないのかというところ

です。なぜＪＡにシフトしないのか。少しでも利子を確保して構成市

町で負担を減らすということになれば、なぜこのことをしないのかが

６点目であります。 

 ７点目は、これちょっと事項質問で申し訳ないけれども、予算書の

１７ページのごみ焼却処理負担事業費ですね、附属資料は１３ページ

ですね。１３ページに書いてある廃乾電池の処分費が５４３万７，０

００円と書かれていますよね。でも、予算書１７ページにある乾電池

処理委託等乾電池運搬委託を足しても５００万円にならないんです

よ。恐らくこれ、その上の消耗品費と、一番下の部分が関わったこと

になるんだけれども、そうなるとちょっと附属資料の記載自身が、こ

れ本当に正しいのということになってしまうわけで、ここの意味につ

いて、要するに附属資料に書かれていることと予算資料に書かれてい

ることの整合性についてが７点目であります。 
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 それと、８点目に関しては、これもちょっと事項質問で申し訳ない

けれども、附属資料１４ページの上にある打越台環境センター解体・

撤去の利子の分ですよね、これ。利子の分が、なぜ令和１２年までし

なければならないのか。その財源がどこにあるかもよるんだけれど

も、普通に考えた場合というのは、いわゆるその施設の利用する人と

いうか、いつ誰が利用するかということと、その施設の存在というの

は、できるだけ同期させるという考え方がありますよね。だから、例

えば公共施設を建てるときは大半を借金して、その施設が完成した後

で使う人と負担する人をできるだけ一致させようという考え方が出て

くるわけだけれども、この設計工事に関しては、その観点から言うと

令和１２年段階での納税者は打越台センターを使ってないわけで、そ

うなると、この要するに負担の理屈と、それからその施設の運用の理

屈のどこに整合しとるんかという問題になってくるわけです。その点

についてが、これが８点目ですね。 

 ９点目は２号議案に関することですが、ちょっとこの議案とさっき

の説明との整合性というか、曖昧さというのが気になっています。い

わゆる先ほどの提案でも、管理者のほうから予期せぬことへの対応と

おっしゃったんですね。予期せぬことへの対応というのは、普通、財

政調整基金的な意味ですよね。本組合にも幾つの基金があるけれど

も、その基金それぞれの意味が競合するんじゃないかという疑義が出

てくるわけです。言っている意味分かりますよね。もともと基金とい

うのは目的があるわけだから、目的ごとに積み立てるわけですよね。

ところが予期せぬことというふうになると、それはどこなんだとなる

わけですよ。どの基金なんだと。通常の市町村の運営で予期せぬこと

は財政調整基金なんですよ。それ以外の基金は目的がありますよね。

例えば学校を建てるとか、何かのために、そのために使うわけだか

ら、その基金は。それ以外のことはあり得ないわけですよね。 

 そういう観点から言うと、この要するに維持管理という言葉が使わ

れているけれども、維持管理の言葉が一体どこにあるのかということ

になるわけですよね。条例を見させていただいても、この条例の設置

目的は維持管理の費用に充てるためと書かれています。維持管理の費

用に充てるためということになると、先ほど局長がおっしゃったよう

に、減価償却とはイコールかどうかというのは疑問になるわけです

よ、そこは。だから、いわゆる何が言いたいかというと、今回の条例

改正をするとしたら、この基金条例の目的自身をもうちょっと明確に

変更しないと、将来運用が狂ってくるんではないかというおそれがあ

ります。 

 ですから、何が言いたいかというと、要するにそこではもうちょっ

と、さっき局長がおっしゃった話は一定納得できるんですよ。一般手

数料のうちの２５円を回すと。回すというのは一定理解できます。現

瞬間では理解できるんですよ。ただ、それはここだけの話であって、

会議録には残るけれども、規則上、条例上、何も残らないんですね。

今おっしゃった趣旨が。趣旨が残らない。なおかつ、さっき申し上げ

たように維持管理という概念は物すごい広いから、ある意味。将来、
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佐々木議員 

つづき 

多分１０年後の運営で違う運営がされるおそれが出てくる。であるな

らば、もうちょっと明確にこの広げる収入源ですよね、収入源増える

んだったら、その収入源について何をもってこれを積み立てるのか考

え方を明示する、もしくは、もし規則なんかをつくるんだったら、あ

るんだったら、その規則で明記をするという作業が必要だと思うんで

す。規則に対しては提案されて、提案というか議決事項にないから私

らの手元にないけれども、さっき局長が言ったことはやっぱり確保す

る必要があるわけなんですよ。そうじゃないと維持管理という言葉は

最悪広がるからね。どんどんどんどんそれに当たる費用は増えてきま

すよ。増えた結果、財政調整基金の関係が曖昧になる。また、本来の

構成市町の負担すべき額が曖昧になるということが恐らく出てきます

ので、やっぱり明確にすべきやというふうに思います。その点がどう

かという点。 

 それと、（３）にある基金から生ずる利子という書き方されている

んですけれども、これも固有名詞が書かれてないから、この基金なの

か、もしくはほかの基金なのかが明確じゃないんですよね。これにつ

いては。普通に読めば、この基金、維持管理基金の基金というふうに

読めるかもしれないけれども、そこはやっぱり明確にすべきじゃない

かと。例えば、この基金ないし、または明確に固有名詞を書いて、基

金から生じる利子というふうにしておかないと、ちょっとこの改正案

を見る限りでは、さっき申し上げたように非常に解釈が多様にできる

というおそれがあるんではないかという懸念を持っています。ですか

ら聞きたいことは、要するに維持管理に充てる経費とは何をもって普

通やっているのか。なおかつ、さっきの説明ではそうとは違う説明が

されたわけですから、減価償却分という話と維持管理は全然違います

からね、概念は。この部分でどちらの基金としてこれを明確に位置づ

けるのかというので、ほかの基金との整合性、関係性を明確にしとか

ないと、線引きを、非常にダブるおそれが出てくるという点なんで

す。そこをちょっと明確にお答えを願いたいと思います。 

森田議長  事務局長。 

山本事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事務局長でございます。 

 ただいまのご質問につきまして答弁をさせていただきます。１０個

のご質問がありましたので、また答弁に漏れ等がありましたらよろし

くお願いしたいと思います。 

 まず、１つ目の議会費の報償費の関係と年額の根拠というところで

ございますが、現時点におきまして、その根拠につきまして、どうい

った根拠で設定をし、現時点においてそれが妥当であるのかというと

ころにつきましての検証はしていないというところでございます。こ

れまでから、西部塵埃処理組合のときから年額報酬ということで受け

ておりまして、それを引き続き計上しているというところでございま
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山本事務局長 

つづき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

す。議会費と報酬等につきまして、適正かどうかにつきましてご指摘

がありましたので、その妥当性等につきましては今後検証してまいり

たいというふうに思っているところでございます。 

 また、附属資料のところの、ホームページ、財政的な状況が、財務

状況が平成３０年度公表されていないというところでございますが、

これにつきましては次の新年度が始まってからになりますので、令和

２年４月中旬ぐらいを目途に公表するというところで準備を進めてい

るところでございます。 

 ３つ目の維持管理の状況につきまして、議会の情報提供が不足して

いるんではないかというところでございます。維持管理状況につきま

しては、議会のほうに直接お配りしたというような記憶は今のところ

ないんですけれども、前回の議会の中におきましても、佐々木議員の

ほうから１号と２号炉の状況が、少し状況が違うんではないかという

ご質問を頂いたという記憶は持っておりますけれども、直接議会の皆

様方のほうに維持管理状況につきましてお配りしたというところはな

いのかなというふうに思っております。ただ、それぞれ維持管理状況

につきましては、毎年度の決算のときに排ガスの状況でありますとか

ごみの処理量、そういったものを提示させていただいているというと

ころでございますので、環境の森センターに関わる打越台環境センタ

ーのときもそうだったと思いますけれども、維持管理状況につきまし

ては、決算時におきまして前年度のものをご報告させていただいてい

るというふうに認識しております。 

 なお、ホームページに掲載しております維持管理状況につきまして

は、これは廃棄物処理法の中で法に定められたものでございまして、

ホームページで公表するようにということで法律上もなっております

ので、公表しているところでございます。また、そういったような表

につきましても、この議会の中に資料提供として求めるということで

ありましたら、今後そういったところにつきましてもご準備させてい

ただきたいというふうに思っております。広く公表するというところ

で法律にもなっているものでございますので、議員の皆様方もお手数

でございますが、ホームページ等でもご覧頂けたら、毎月更新をして

いるというところでございます。 

 また、旅費の関係でございますが、監査委員の旅費につきまして

は、従来から環境監視委員につきましては、研修等がされた場合につ

いての木津川市旅費の関係でいうところでございますけれども、環境

監視委員の旅費につきましては、これは知識経験者の旅費を計上して

おりまして、大阪、京都市外から来ていただいておりますので、それ

の分についての旅費というところでございます。 

 ５つ目の打越台環境センターの関係で、２つの款にまたがっている

ものを１つの事業にというところでございますけれども、これは従来

から人件費と打越台環境センターの撤去につきまして、２つの款の中

で計上しておりますけれども、中身的には１つの事業というところで

ございますので、このような表記で附属資料のほうを作らせていただ

いているところでございます。 



 15 

山本事務局長 

つづき 

 それと、基金の運用の関係でございますけれども、京都銀行と比べ

ましてＪＡさんの利子が高いので、それにシフトしていってはどうか

というところでございますが、従来から、京都銀行さんが指定金融機

関ということもあって、京都銀行さんのほうに基金の預託といいます

か、基金を定期でお預けしていたというところでございますけれど

も、今般、京都銀行以外にも利子について聞き合わせたところ、ＪＡ

さんのほうが非常に有利であったというところでございますので、Ｊ

Ａさんのほうに基金をお預けしたというところでございます。 

 なお、基金につきましては、いろんな、定期預金ということでもご

ざいますので、それの安全性なども考えまして、今後、適切に基金を

預け入れしていきたいというふうに思っております。必ずしも利息が

高いほうにシフトしていくということではなく、いろんな金融に対し

てのリスクもありますので、金融機関につきましては分散して基金を

預け入れるということも一つの考え方ではないかというふうに思って

いるところでございます。 

 それと、７つ目の質問でございますけれども、廃乾電池の関係でご

ざいますけれども、この予算書と附属資料の差額につきましては、需

用費の中に廃乾電池を入れるドラム缶を購入する費用がございますの

で、その分が予算書のほうに需用費のほうで入っているというところ

でございますので、この廃乾電池の事業としては附属資料のとおりで

ございます。 

 予算書の１７ページのごみ焼却灰処理負担事業費のところの需用費

のところの消耗品費、これがドラム缶等の消耗品でございますので、

それを合わせていただきますと附属資料と合致するというところでご

ざいます。それと全都清の管理負担金８万４，０００円、これを合わ

せますと合致いたしますので、今後、附属資料の表記につきまして

は、改善をしていきたいというふうに思っております。 

 それと、８つ目の１４ページの利子期間が令和２年から令和１２年

度の予定ということで、おかしいのではないかという話でございます

が、そもそも打越台環境センターの撤去についての財源措置につきま

しては、打越台環境センターの撤去基金を計上するときに議会のほう

にもご説明させていただいておりまして、打越台環境センターの撤去

に当たりましては、基本的には起債を充てていくというところで、そ

れを前提に撤去整備基金等についても積み立てているところでござい

ます。こちらの撤去に関する起債につきましては、１０年償還、２年

間の据置きを含めまして１０年償還というところでの起債でございま

すので、令和２年度から令和１２年度までを予定しているというもの

でございます。 

佐々木議員  １０年償還いうたら１１年まで。 

山本事務局長  起債は１０年償還でございます。 
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佐々木議員  だったら１１年まで。 

山本事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今年度、来年度借りるものがありますので、１２年になります。今

年度借り入れたものと、来年度借り入れるものを合わせましての償還

期間ということで予定となっております。 

 それと２号議案のところでございますけれども、２号議案につきま

しては、佐々木議員のほうから非常にご心配頂いているところでござ

いますけれども、そもそも環境の森センター・きづがわの維持管理に

つきまして、これまでから維持管理費につきまして、定期補修等があ

るというところでご説明をさせていただいているところでございま

す。こういったところにつきまして、年間で大体、令和１９年度まで

でいきますと、３０億円を超える維持管理費が必要になってまいりま

すので、維持管理費といいますか、定期点検、定期補修、そういった

ときに伴いましての部品交換等で、約３０億を超えるような維持管理

経費がかかってまいります。維持管理経費につきましては、それぞれ

の機器ごとによって違いますので、少ないときでありますと大体年間

１億円程度、高いときでありますと４億円程度の維持管理費がかかっ

てまいりますので、そういったことを平準化するためにも、この基金

を積み立てておいて、その財源へ充てていきたいというところでござ

います。当然、設備でございますので、維持管理をしている中におき

まして、予期せぬ故障というものは出てまいりますので、そういった

ところについて多額のものが必要になってくれば、維持管理としてこ

ういった基金を充てるというところでございますので、財政調整基金

と、この基金等の使い分けがどうかというところはございますけれど

も、総額からいいましても、この基金でもって全ての維持管理が賄え

るという状況ではございませんし、乱暴に使うということでもなく、

当然、予算を立てるとき、予算を使うときにつきましては、あらかじ

め議案書として予算を計上するわけでございますので、当然その中に

おきましてもチェック機能が働くのではないかということで考えてお

りますので、佐々木議員のおっしゃっているようなご心配につきまし

ては、ないのかなということで思っているところでございます。 

 また、１０点目の利子について、この利子であるとかいう表現をも

う少し明確にする必要があるのではないかというところでございます

が、関連市町のところの同様の条例を見ましてもこのような表記にな

っておりまして、この条例でもって、ほかの基金からの利子をここに

充てるということは通常想定されないものでございますので、そうい

ったご心配は無用かというふうに思っているところでございます。 

 以上でございます。 

森田議長 

 

 

 暫時休憩します。 

 

  《暫時休憩》 
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森田議長 

つづき 

 

 再開します。 

山本事務局長  失礼しました。議員ということに限らず、全ての年額報酬の特別職

の方につきましては、先ほど申し上げましたように従来から決まって

いる金額がございまして、それについての根拠、また妥当性について

の検証は今ところしてないというところでございます。 

 以上でございます。 

森田議長  佐々木議員。 

佐々木議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再質問いたします。 

 さっきの年額報酬に関して、やっぱりどこかで検証する必要がある

と思うんですよ。恐らく今の答弁から推定すると、大体同じような規

模の自治体がこうだったから、それを準用するみたいな、いわゆる横

に並べていくような発想があったんだろうかもしれません。それはそ

れで全てが収められるわけじゃないんだけれども、ただやっぱり今問

われているのは、議員にしろ、管理者にしろ、監査委員にしろ、全額

報酬になっている方がいらっしゃるわけで、これはやはり回数が多い

のに逆に割り戻したら、すごく時給が低くなる可能性がある。その逆

もあり得るかもしれないですね。ですから、一定それは会議の時間と

か当然前後するんだけれども、平均的にどの程度の勤務実績があるの

か。さらには、私は、議員に関しては、精華町議会もいろいろ検討さ

せてもらっていますけれども、ここに臨むに当たって、何も読まず

に、何も調べずに来ることないんですよ。議案を精読したり、必要な

らば例規やとか、ほかの実例を参考にするための調査をしたりするこ

とも併せてここに来なかったら、ここにきてぼっとして手を挙げてい

るだけやったら、それは議員の役割を果たしていると言うわけにいか

ないのは、それは監査委員さんも一緒なんですよね、ある意味。 

 ですから、そういった意味も含めて、やっぱり合理的な根拠は示さ

ないと、今後、説明責任ということでは、住民に対して説明責任を果

たさなければあかんわけですから、だから上げろとか、下げろとか言

っているわけじゃないです、それぞれの年額の報酬を支払っている方

のいわゆる実態に応じた合理的根拠については検討するべきじゃない

かということで、今、そういう方向でありましたので、それは確認を

しておきたいと思います。 

 先ほどの、たしか私、去年の５月か６月の段階の臨時会だと思いま

すけれども、そのときにこれを頂いていますので、排ガス等のもの

は、Ａ３横のやつでした。だからそれを持っているから、さっき局長

がおっしゃったような質疑をしているんですよ。１号炉、２号炉のダ

イオキシンの値が微妙、多分２号炉のほうがちょっと高いんですよ
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佐々木議員 

つづき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ね、この間の調査結果では。ですから初期不良じゃないかということ

でたしか質問したと思うんだけれども、そういった意味でできるだ

け、別に毎回毎回、例えばコピーしてどうのこうのとまでにするかど

うかは別問題として、先ほど局長がおっしゃったようにホームページ

を見てもらったらいいという、そのとおりだと思うんですよ。けれど

も毎日見るわけにいかないので、例えば、これについてはいついつ更

新しましたよというメールでもいいから連絡を頂ければ見ることでき

るけれども、何もなしに毎日毎日全てのホームページをチェックする

わけにいかないので、実際問題としては。 

 ですから、情報提供方法についてはもう一回しますけれども、私た

ち議員がタイムリーに当組合の状況を知ることができるような状況を

つくってほしいということを申し上げているわけですので、それにつ

いてもう一遍、どういうふうなお答えをされるのかは確認をしておき

たいと思います。 

 そしたら、さっきの３番目の環境監視委員会の話は、今日来てもら

ったら、１人当たり１回４，０００円超の費用弁償がかかっていると

いうことでよろしいですね。２人だから３回で６回でしょう。二三が

六、６回で、２万５，０００を６で割ると４，０００円ぐらいです

ね。１回当たり４，０００円程度かかっていると。別に全ての方では

ないです。そういう方が来ている確認ですので、１人当たり１回当た

り４，０００円程度の費用弁償が発生するということでいいかどうか

を確認したいと思います。 

 基金の利子の問題は、いまいち分からなかったのは、京都銀行が指

定金融機関だからという理由をおっしゃいましたが、指定金融機関だ

から定期預金を預けなければならないというルールは多分どこにもな

いとは思うんですが、そういうルールがあるんだったら明示をしてい

ただきたいし、それともう一個気になるのは、利子の高さによって判

断はしないという趣旨の話がありましたが、だとしたら、どこに預け

るかということを管理者も含めて合議をして決めているかどうかです

よ。合理的な利用をして。でないと、基金条例には、安全かつ有利と

いう書かれ方されているんですよ。要するに大体の基金条例にはそう

いう書き方されていますよね。要するにうまく運用しろと言っている

わけですよ。確実かつ有利な方法という書き方ですね。という、それ

は安全も含むのかもしれません。 

 けれども、もし、この例でいうと、ＪＡを選ばず京銀を選んだとな

った場合、その検討過程で、例えばＪＡが危ないという情報を察知し

たんだったら、ＪＡやめとこ、京都にしよという話分かるんですよ。

けれども、それは利子以外の要素にシフトするということでしょう。

利子高い金融機関あるけれども、こっちの金融機関危ないから、危険

だからやめとこと、こっち低いけれどもこっちにしとこと、安全だか

らこっちにしとこというふうになるわけですよ。それは分かります。

けれども、それをおっしゃるんだったら、それは示さなあかんです、

説明を。ＪＡにシフトした理由を示さないと条例違反になりますよ。

でないと、運用が。条例には書いてあるんだから。確実かつ有利と書
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佐々木議員 

つづき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いてあるんだから。あるの分かっていて、これが遠い北海道だったら

ともかくとしても、これやましろＪＡでしょう。ＪＡやましろでしょ

う。同じような条件があるところで、一方で確実かつ有利な条件があ

るのにそれに行かずにやるということは、条例違反になるわけです

よ。 

 ですから、ここについては、これ何らかの方針なり考え方、もしく

は、もしそれを確実かつ有利でないところに預けるんであったら、そ

れなりの合理的理由は残さないと、説明していただかないと、これお

かしな話になってくるんじゃないかという。別にＪＡの手先で言って

いるわけじゃないです。というわけじゃないですけれども、そういう

ことになってするということですね。この先ほどの局長の、必ずしも

利子が高いほうではないという趣旨、意思、意図ですね、これがどこ

にあるのかについて確認をしたいと思います。 

 廃乾電池については、今後いろんな利用をしていただけば結構だと

思います。 

 議案第２号に関しては、るるおっしゃられたけれども、今の話聞い

ていると、いわゆる今後、年１億から２億の修繕費が発生するという

話、見込みがあると。また、さっき冒頭であったように、来年度、令

和２年度までは、いわゆる瑕疵担保責任があるからそんなに発生しな

いけれども、再来年度以降については、これはもっと具体的に出てく

る可能性があるという話をおっしゃいましたよね。であるんだった

ら、今はともかく、再来年度以降というのは、かなりの額が計上され

る可能性があるということで、じゃ、そうなった場合に、その財源

は、ここに書いてある維持管理基金と、それ以外のを求めることにな

るわけですね、そうなると。これで賄えなかったら。この基金の範囲

内で賄えなかったら、それ以外からも調達するということになってし

まうわけですよ。その場合の考え方をはっきりさせておかないと、ま

ずいんではないかと申し上げているわけです。 

 ですから、あくまでもこの木津川の維持管理基金については、これ

と、これと、これということを一定は書かれているけれども、それで

も予算で定める範囲という極めて前後する可能性が高い様相になって

しまっているので、じゃ、それで基金に積み立ててもいいのか、もし

くはその年度、年度で必要な額を構成市町から求めるのがいいのかと

いうのについては、極めて判断に迷う話になってくる可能性があるわ

けですから、ですから、もし、この条例に書けないんだったら、規則

か何かをつくって、今局長がおっしゃったような考え方、１０キロ当

たり２５円とおっしゃった、の考え方をどこかで明記をしといて、こ

の基金はその範囲で積み立てますよと。ただ、その分は構成市町から

の請求を頂きますよといったような何らかのルール化をしとかない

と、これだけだと何でもありになっちゃうので、これをもうちょっと

明確に、条例と言いませんが、ほかのほうでも結構です。会議録では

かなり厳しいと思うので、規則なり何らかの考え方、または何らかの

ルール、覚書とかのルールで、どういうものを対象にこの基金に積み

立てるのかということを、実はもうちょっと明確にする必要があると
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は思っているわけですけれども、この点についてお伺いします。 

森田議長  事務局長。 

山本事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事務局でございます。再度のご説明につきまして答弁させていただ

きます。 

 まず、環境監視委員会でございますけれども、大阪、京都のほうか

ら来ていただいておりますところからの木津駅までの旅費というとこ

ろの実費弁償分でございますので、佐々木議員のご指摘のとおりでご

ざいます。 

 それと、基金の預け入れ先のことについての話でございますけれど

も、佐々木議員のほうからご質問ありましたように、基金の運用につ

きましては、確実かつ有利にというところでございます。この基金に

つきましては、どこの市町村もそうだと思いますけれども、それぞれ

の団体の貴重な財源でございますので、金融機関の破綻とかによりま

して一瞬に基金がなくなるといったことが起こらないように分散をさ

せていくことも必要じゃないかということで言っているものでござい

まして、必ずしも金利が有利なことのみをもって基金の預け先を決め

るというようなことはないと、決めるべきではないのではないかとい

う趣旨で申し上げたところでございますので、今後、どういったとこ

ろに預けていくのかにつきましては、そのときどきの金融情勢等を加

味しながら預け入れ先を決定していきたいというふうに考えておると

ころでございます。 

 また、維持管理基金のところでございますけれども、これにつきま

して、大変心配頂いているというところでございますけれども、基本

的にこの組合の運営につきまして、打越台環境センターの運転のとき

もそうでございましたけれども、基本的には各市町からの分担金で賄

っているというのが基本でございます。一般廃棄物の直接搬入、事業

系からの入ってくるごみの収入料、これによって賄い切れないところ

につきましては、当然構成市町からのごみを処理するものでございま

すので、構成市町の分担金を充てるというのが基本でございます。 

 ただ、先ほど申し上げましたように、今後、１億から４億円程度の

ところで維持管理経費が増減するという中で、構成市町から頂く分担

金につきましても、そのときどきの年度によって大きく上下するとい

うところで、構成市町の財政当局のほうとしても、そういった大きな

負担が増減するところにつきましては、なかなか厳しいものがあるの

ではないかと推察しているところでございます。そういった意味か

ら、こういった基金を積み立てることによりまして、できる限り構成

市町からの財源負担を平準化していく手だてとしても、この基金を活

用していきたいというふうに考えているところでございます。 

 ただ、目的につきましては、この環境の森センター・きづがわの維
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持管理に充てるというところが基本に書いておりますので、佐々木議

員のおっしゃっていただているようなことにつきましては、私は心配

ないというふうには思っておりますけれども、どういった考え方で積

み上げていくのか、そういったところにつきましては、規則とまでは

いかないにしろ内部的な内規なりをつくって、こういう考え方で積み

立てていきます、取り崩していきますということにつきましては事務

的な内規をつくって、乱用がないようにというご心配でございますの

で、そういうことがないように書面で整理をしていきたいというふう

に考えているところでございます。 

 以上でございます。 

森田議長  佐々木議員。 

佐々木議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３回目です。利子運用については、細かいことを言いたいわけじゃ

ないけれども、基本的にそういう条例に書かれたとおりに運用するこ

とが原則だけれども、それではない、例えば分散も必要、それも分か

ります。だけど分散が必要という理屈から言えば、木津川市だってほ

かの金融機関あるわけですよ。ほかにもね。ＪＡと京銀以外にも。だ

ったら危険回避、分散というリスクヘッジ、要するに簡単に言えば３

つ４つに分散するほうが確実ですよね。だから、そのやっぱり説明が

要るというふうに言っているわけですよ、そこは。なぜここだけリス

クが高いほうを選んだのかということは、やっぱり一回一回、これ理

事者まで回すかは別にしても、後で説明ができるようにしておく必要

があるとは指摘しておきたいと思います。 

 第２号議案のほうに関しては、これは局長も当然知ってはるし、正

副管理者も経験済みのことですから、もう詳しくは申し上げません

が、打越台の時期に基金の扱いについてかなりもめましたよね。基金

の解釈についてもめましたよね。当時の構成の町長間での覚書があっ

たにもかかわらず、打越台の議会でかなりもめたんですよ、長期間に

おいて。今はまだできたばっかりで、皆さん知っているから今の答弁

でいくと思うんだけれども、これが１０年後、１５年後、失礼な言い

方すれば今のメンバーがいなくなった場合、本当にその解釈いけるの

かって物すごく不安なんですよ。今おっしゃったようなね。またぞろ

もめるんじゃないかと。 

 だから基金の積立て、運用に関しては、できるだけ明確に、目的と

かその範囲だとかいうことを明確にしておかないと、様々なトラブル

の原因になりかねないということは指摘しておきたいと思います。で

すから内規でもいいから、それをできるだけその当時の関係者に共有

することですよ。例えば公のコピーを、その当時の例えば正副管理

者、もしくは議員、もちろん構成市町の担当課となると思うけれど

も、そういったところでできるだけ、こういうルールでこの基金を運

用しますよということを明確にしておく必要があるということを申し
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上げているわけです。ですから、二度とああいう前起こったような、

ある意味政争の具にもなったわけですから、ああいうふうな状態を起

こさないためにも、しっかりと、要するに目的がかなり広いふうに解

釈されるような基金については、しっかりと明記をしとくべきだと。

そして、そのことを明記したことを、できるだけたくさんの人間が共

有する情報を持つということで、将来わたって誰かが何か言い出した

ら、そんなことないよと、こういうルールでこれは運用するというふ

うに確認されていますよということを説明できる状況にしておく必要

があるということで申し上げているわけです。 

 ですから、今回、売電収入以外のところに広げるわけですからね。

売電収入は、はっきりしているじゃないですか。どこから来るのかは

っきりしている。けども、それ以外は、特に２と３については、これ

はいかようにも拡大できるわけですよ、下手すりゃ。ですから、そこ

については目的と運用についてしっかりと、証拠というか情報共有を

するという方向で手続をお願いしたいと思いますが、その点だけ最後

お願いします。 

森田議長  事務局長。簡潔にお願いします。 

山本事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事務局長でございます。 

 佐々木議員のほうから、再々にわたりまして非常に基金の運用につ

いてのご心配頂いているご質問でございますけれども、先ほど事例と

して挙げていただきました打越台環境センターの整備基金につきまし

ては、当時の経験されている議員の皆様方たくさんおられると思いま

すけれども、当初の趣旨と条文が違ったというところで非常に混乱し

たというふうに私は認識しております。 

 そういった意味におきまして、今回の環境の森センター・きづがわ

の維持管理基金につきましては、その設置目的、設置趣旨、その積み

立てた際の財源とその使い道につきましては、提案趣旨と実際に使っ

ていく内容、そういったところについての矛盾がございませんので、

佐々木議員がおっしゃっていただいたように、将来において違ったよ

うな運用がされるのは無いかということについては、懸念はないとい

うふうには思っておりますけれども、先ほど申し上げましたように、

そういったことが懸念されるということのご指摘もございますので、

事務局のほうで内規をつくりまして、構成市町の財政当局とも共有し

ながら、基金の積立て、運用につきましては適切に図ってまいりたい

というふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

森田議長 

 

 ありがとうございます。 

 ほかに質疑ございませんか。 
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 山下議員。 

山下議員  附属資料の９ページにございます環境の森センター・きづがわ監視

委員会に係る経費についてでありますけれども、環境のことにつきま

しては、先ほど管理者のご挨拶の中にも、住民の方の環境意識がかな

り高いようなことでございました。ここでは環境とはどういうふうな

定義をされているのかというのがひとつお聞きしたいわけなんですけ

れども、といいますのは、例規集で見ますと、この環境監視委員会の

役割といいますか、そういうふうなことが当施設の運転保守管理維持

とか、そこらに重きを置いているわけなんですけれども、例規集の下

のほうを見て見ますと、生活の環境のことについても触れているわけ

なんですけれども、そういうような面でいくと、普通、環境というの

は、大きな意味で捉えて生活環境もあれば職場環境もあるし、もちろ

ん施設全体の環境もあります。特に住民の方が意識高い部分について

は、やはりこの周辺施設、あるいは生活環境、そこに重きを置いてい

ると思うんですけれども、その辺の環境をどういうふうに捉えておら

れるのか１つ。 

 それと、もし周辺の自然環境とか生活環境を監視していくという

か、守っていくというような視点で見ていけば、この委員さんたちの

資質向上ということで、研修とか、あるいは環境の測定機器といいま

すか、そういうふうなものもいろいろそろえていかなければいけない

んで、備品等も必要になっていくと思うんですけれども、そういうよ

うなところで予算措置とか、あるいは研修をもっていく意向はあるの

かどうか、今後のことになると思うんですけれども、そこら辺のとこ

ろをお聞かせ願えればと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

森田議長  事務局長。 

山本事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事務局長でございます。 

 ただいまのご質問でございますが、この環境監視委員会といいます

のは、以前にもご説明させていただいたかと思いますけれども、地元

区がこの地域には２つございまして、それぞれのところから選出して

いただいた方、３名、３名と、知識経験者２名の方で構成されている

委員会でございます。 

 主にこの環境といいますのは、この施設がどういう運転状況である

のかということと、排ガスの状況でありますとか、焼却灰であります

とか、そういったようなものの状況はどうなっているのかといったこ

とを、定期的といいますか、年に３回委員会をもちまして状況報告を

させていただき、この周辺環境への排ガスの影響等がないといったよ
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うなことでありますとか、施設にトラブルがなく運転しているという

ことを、地元の方にもご理解頂くといったような趣旨で開いているも

のでございます。 

 この委員さん方の研修なりというところでございますけれども、年

３回開いておりますので、その都度、疑問に思われたことであります

とか、専門用語がたくさん出てまいりますので、それぞれの専門用語

のことがどういうふうに意味を持っているのかといったようなことの

ご質問を頂く中で、この施設の運転管理についての知識といいます

か、理解を深めていただいているというところでございます。したが

いまして、今後、今おっしゃっていただいたような研修でありました

り、いろいろなところの予算が必要になってくる場合につきまして

は、改めて予算計上させていただきたいというふうに思っています。 

 以上でございます。 

森田議長  山下議員。 

山下議員  この設置要綱の２条のところでは、今、事務局長が言われたような

ことが書いてあるわけなんですけれども、あと６条のとこら辺につい

ては、後半に言われました生活環境とか、そういうようなこともいろ

いろ抽出されているというふうに思います。委員の中には有識者もは

いわれておりますので、そういうふうな方々をうまく活用をしながら

地域の環境が維持できるように、またよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 以上です。 

森田議長  ほかにございませんか。 

 

  （なしの声） 

 

 なければ、質疑なしと認め、歳入予算について質疑に移ります。 

 歳入予算についての質疑ございませんか。ありませんか。 

 佐々木議員 

佐々木議員 

 

 

 

 

 

 

 

 今回は結構ですけれども、次回以降でお願いしたいのが、分担金と

いうのがあるんですけれども、歳入に関する説明資料がないんですよ

ね。例えば先ほど、８ページにあるような利子配当金についての、本

来これは、例えば元金が幾らで、何％の利子が適用されて、もろもろ

何かを必要経費引いたら幾ら利子が残るかという話になるわけですか

ら、そういったものについて、もうちょっと歳入に関する説明につい

てお願いをしたいというふうに思います。今回は多分間に合わないと

思うので結構ですけれども、できればそういった説明を加えていただ
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きたいと思いますが、よろしくお願いします。 

森田議長  事務局長。 

山本事務局長  事務局長でございます。 

 ただいまのご質問といいますかご要望でございますが、これまで予

算附属資料につきましては歳出が主なものでございまして、今回準備

させていただきました１ページから４ページについては、これまでな

かった表でございます。佐々木議員のほうからご指摘がありましたよ

うに、予算の附属資料といいながらも、従来、歳入面についての説明

が不足しているのではないかということから、今回こういったものを

付けさせていただいたところでございまして、予算附属資料につきま

して、今のご指摘を踏まえまして、今後も改善をしていきたいという

ふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

森田議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ほかにございませんか。 

 

  （なしの声） 

 

 なければ、質疑なしと認めます。 

 以上で質疑の終結をいたします。 

 これから討論を行います。 

 討論ございますか。 

 

  （なしの声） 

 

 討論なしと認めます。 

 お諮りします。 

 議案第１号、議案第２号の順で、お諮りいたします。 

 それでは、まず、議案第１号「令和２年度木津川市精華町環境施設

組合一般会計予算について」を、お諮りいたします。 

 お諮りいたします。 

 本件は、原案のとおり可決することに賛成の議員は起立願います。 

 

 ありがとうございます。起立全員であります。 

 よって、議案第１号「令和２年度木津川市精華町環境施設組合一般

会計予算について」の件は、原案のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 

 次に、議案第２号「環境の森センター・きづがわ維持管理基金条例
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の一部改正について」をお諮りします。 

 本件は、原案のとおり可決することに賛成の議員は起立願います。 

 

 ありがとうございます。 

 起立全員であります。 

 よって、議案第２号「環境の森センター・きづがわ維持管理基金条

例の一部改正について」の件は、原案のとおり可決することに決定い

たしました。 

 

 ここで１１時１０分まで休憩いたします。 

 

  《暫時休憩》 

 

 それでは、議事を再開いたします。 

 

 次に、日程第５、議案第３号「木津川市精華町環境施設組合会計年

度任用職員の給与等に関する条例の制定について」を議題といたしま

す。 

 管理者から提案理由の説明を求めます。 

 管理者。 

河井管理者  議案第３号、木津川市精華町環境施設組合会計年度任用職員の給与

に関する条例の制定につきましてご説明をさせていただきます。 

 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の公布に伴いま

して、新たな一般職の非常勤職員である会計年度任用職員制度を設け

るとともに、会計年度任用職員に対する給与、その他処遇について定

めるものでございます。 

 なお、補足説明につきましては、事務局長から説明をいたさせま

す。 

 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

森田議長  ありがとうございました。 

 事務局長。 

山本事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 事務局長でございます。 

 議案第３号につきましての補足説明をさせていただきます。 

 現在、本組合におきましては、現時点におきまして対象となる臨時

職員及び嘱託職員はおりませんが、地方公務員法及び地方自治法の一

部を改正する法律の公布に伴いまして、会計年度任用職員を制度化す

るために本条例を制定するものでございます。 

 条例の制定に当たりましては、木津川市、また精華町のそれぞれの

条例につきまして確認をし、比較をいたしました。その表記や給料表
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山本事務局長 

つづき 

に差異がございましたが、木津川市の例に準じまして条例案を作成し

ております。 

 なお、本条例に伴いまして、関連する条例の廃止及び改正が伴いま

すが、それらにつきましては附則により整理をしております。具体的

な関連条例につきましては、附則をご覧頂きたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

 廃止となる条例につきましては、附則の第４条に規定しております

臨時職員の任用等に関する条例でございます。また、会計年度任用職

員の制度化によりまして、関連条例の改正につきましては、附則の第

５条から第９条に規定しておりますとおり、人事行政の運営等の状況

の公布に関する条例の一部改正のほか、４つの条例について改正が伴

うものでございます。 

 以上で議案第３号の補足説明とさせていただきます。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

森田議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質問の場合、明瞭簡潔によろしくお願いします。 

 質疑ございませんか。 

 

  （なしの声） 

 

 なければ、質疑なしと認めます。 

 以上で質疑を終結いたします。 

 これから討論に入ります。 

 討論ございますか。 

 

  （なしの声） 

 

 討論なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本件は、原案のとおり可決することに賛成の議員は起立願います。 

 

 ありがとうございます。 

 起立全員であります。 

 よって、議案第３号「木津川市精華町環境施設組合会計年度任用職

員の給与等に関する条例の制定について」の件は、原案のとおり可決

することに決定いたしました。 

 次に、日程第６、議案第４号「木津川市精華町環境施設組合議会の

議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正に

ついて」を議題といたします。 

 管理者から提案理由を求めます。 

 管理者。 
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河井管理者  議案第４号、木津川市精華町環境施設組合議会の議員その他非常勤

の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正につきましてご説明

をさせていただきます。 

 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の公布に伴いま

して、非常勤の職員に対する公務災害補償の範囲が拡大されることか

ら、本条例の一部を改正するものでございます。 

 なお、補足説明につきましては、事務局長から説明をさせていただ

きます。 

 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

森田議長  ありがとうございます。 

 事務局長。 

山本事務局長  事務局長でございます。 

 議案第４号につきましての補足説明をさせていただきます。 

 議案書の最後のページの参考資料をご覧頂きたいと思います。 

 先ほどご可決頂きました議案第３号に関連いたしまして、会計年度

任用職員について給与を支給される非常勤の職員になりますことか

ら、その他の非常勤の職員の公務災害補償等の対象とするための規定

を第５条の第５号に追加するものでございます。 

 なお、第４号につきましては、現行の条例におきまして、報酬又は

給料が日額以外の方法によって定められている職員というふうに規定

されておりますけれども、今般の会計年度任用職員以外に給料を払う

非常勤の職員が存在し得ないため、また今回の改正によりまして第５

号と矛盾が生じないよう、国が示す条例の例示に準じまして変更する

ものでございます。 

 なお、構成市町の同種条例も確認いたしましたが、第４号につきま

しては改正後の条例案と同様の表記となっているところでございま

す。 

 以上で議案第４号の補足説明とさせていただきます。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 

森田議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ありがとうございます。 

 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

  （なしの声） 

 

 質疑なしと認めます。 

 以上で質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。 

 討論ございますか。 



 29 

森田議長 

つづき 

 

  （なしの声） 

 

 討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 本件は、原案のとおり可決することに賛成の議員は起立願います。 

 

 ありがとうございます。 

 起立全員であります。 

 よって、議案第４号「木津川市精華町環境施設組合議会の議員その

他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について」

の件は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 

 ありがとうございました。 

 以上をもちまして、本日の議事日程は全て終了いたしました。 

 慎重なるご審議を賜り、大変ご苦労さまでした。 

 これをもちまして、令和２年第１回木津川市精華町環境施設組合議

会定例会を閉会といたします。 

 ありがとうございました。 

                        （１１:１７） 
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